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質　問　事　項 回　　答

1

・参加資格に伴う確認申請書類について、代
表者印、または社印が必要な書類はない認識
でよろしいでしょうか。共同事業体協定書の
提出の場合、各社の押印決裁が間に合わない
可能性が高い為。
（※昨年度も同様の対応を頂いた認識でおり
ます）

「参加資格確認申請書」、「誓約書」、「会
社概要」及び「実績書」については、代表者
印・社印とも不要です。共同企業体の場合に
提出いただく「共同事業体協定書」について
は、押印が必要です。

2

・実績書に記載したい内容がＪＶでの実績の
場合、ＪＶであることを明記の上、個別の会
社毎の実績書に記載し、提出で差し支えない
か。

お見込みの通りです。

3
・育成セミナーの実施回数は明記されていな
いが、１回以上という認識で良いか。想定さ
れている回数はあるか。

育成セミナー（業務内容（１）④）について
は、５回程度で想定しています。

　「地域主体の持続可能なスローツーリズムの仕掛けづくり」事業委託業務に係る公募型プロ
ポーザルについて、質問がございましたので、以下のとおり回答します。


